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国
民
年
金
保
険
料
「
産
前
産

後
期
間
」の
免
除
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
平
成
31

年
２
月
１
日
以
降
出
産
を
行
っ
た
際
に
、

出
産
前
後
一
定
期
間
の
国
民
年
金
保
険
料

が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

●
免
除
期
間

　

予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の

前
月
か
ら
４
カ
月
間（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月

の
３
カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
）

●
届
出
方
法

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
提
出
可

能
で
す
。
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口
へ

以
下
の
も
の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

国
民
年
金
被
保
険
者
関
係
届
書（
申
出

書
）

・ 

母
子
手
帳
の
写
し
等
の
出
産
予
定
日
が

証
明
で
き
る
も
の

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金 

 

制
度
に
つ
い
て

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年

金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
額
以

下
の
、
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る

た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。
ご
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、
日
本

年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
方

○
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

　

 （
以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
）

・
65
歳
以
上
で
あ
る

・ 

世
帯
員
全
員
が
、
市
町
村
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
て
い
る

・ 

年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計

が
約
88
万
円
以
下
で
あ
る

○ 

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方

　

 （
以
下
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
）

・ 

前
年
の
所
得
額
が
約
462
万
円
以
下
で
あ

る
●
請
求
手
続
き

① 

平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
で
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方

　

 　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
請
求
手
続
き
の
ご
案
内
が
９
月

上
旬
か
ら
順
次
届
き
ま
す
。
同
封
の
は

が
き（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求

書
）を
記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

平
成
31
年
４
月
２
日
以
降
に
年
金
を
受

給
し
は
じ
め
た
方

　

 　

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年
金

事
務
所
ま
た
は
市
区
町
村
で
請
求
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
ご
請
求
で

お
困
り
に
な
っ
た
時
に
は
、「
給
付
金
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
」（
☎
０
５
７
０
・
０
５
・

４
０
９
２
）ま
た
は
渋
川
年
金
事
務
所

（
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
の
里
親
に

 

な
り
ま
せ
ん
か

　

県
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
家
庭

で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
を
、

家
族
の
一
員
と
し
て
迎
え
入
れ
、
愛
情
と

誠
意
を
も
っ
て
養
育
し
て
く
だ
さ
る
里
親

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
群
馬
県
独
自
の
短

期
預
か
り
里
親
登
録
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

中
央
児
童
相
談
所
北
部
支
所
で
は
、
里

親
に
関
心
の
あ
る
人
や
養
子
縁
組
・
特
別

養
子
縁
組
を
検
討
し
て
い
る
人
へ
の
説
明

（
相
談
）会
を
開
催
し
ま
す
。

● 

第
１
回
＝
９
月
29
日︵
水
︶

　

沼
田
市
役
所
４
階　

防
災
会
議
室
に
て

● 

第
２
回
＝
９
月
30
日︵
木
︶

　

榛
東
村
役
場
３
階　

会
議
室
に
て

● 

第
３
回
＝
10
月
６
日︵
水
︶

　

渋
川
市
役
所
第
１
、
第
２
会
議
室
に
て

● 

第
４
回
＝
10
月
13
日︵
水
︶

　

草
津
町
役
場
第
２
委
員
会
室
に
て

● 

第
５
回
＝
10
月
15
日︵
金
︶

　

 

中
之
条
町
役
場
第
３
、
第
４
会
議
室
に
て

● 

第
６
回
＝
10
月
20
日︵
水
︶

　
 

み
な
か
み
町
役
場
第
３
、第
４
会
議
室
に
て

● 
第
７
回
＝
10
月
26
日︵
火
︶

　

 
吉
岡
町
役
場
保
健
セ
ン
タ
ー（
役
場
隣

り
）に
て

● 

第
８
回
＝
10
月
27
日︵
水
︶

　

昭
和
村
役
場
第
２
、
第
３
会
議
室
に
て

●
時
間　
各
回
午
後
１
時
〜
４
時

● 

対
象　
里
親
に
関
心
の
あ
る
人
や
養
子

縁
組
・
特
別
養
子
縁
組
を
検
討
し
て
い

る
人（
開
催
市
町
村
以
外
に
お
住
ま
い
の

人
も
含
み
ま
す
）

●
費
用　
無
料

●
申
し
込
み　
直
接
会
場
へ

● 

問
い
合
わ
せ
先　
群
馬
県
中
央
児
童
相

談
所
北
部
支
所（
☎
０
２
７
９
・
２
０
・

１
０
１
０
）

庭
木
剪
定
・
刈
払
機
講
習
の

ご
案
内

●
会
場　
東
吾
妻
町
中
央
公
民
館
ほ
か

● 

日
程　
令
和
３
年
10
月
27
日（
水
）、
28

日（
木
）、
29
日（
金
）

● 

対
象

・    

60
歳
以
上
で
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

入
会
希
望
者

・ 

職
種
転
換
や
就
業
を
希
望
す
る
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
会
員

●
定
員　
12
名

●
受
講
料　
無
料

● 

申
し
込
み　
群
馬
県
長
寿
社
会
づ
く
り

財
団
シ
ル
バ
ー
連
合
事
業
グ
ル
ー
プ
育

成
事
業
係　

☎
０
２
７
・
２
５
５
・
６

４
０
０

●
申
し
込
み
期
限　
令
和
３
年
10
月
11
日

※ 

本
講
習
は
厚
生
労
働
省
群
馬
労
働
局
の

委
託
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で

す
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
状

況
に
よ
り
開
催
日
の
変
更
、
ま
た
は
中

止
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

国

民

年

金


